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農
林
水
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委
員
会
）

農
業
経
営
に
関
す
る
金
融
上
の
措
置
の
改
善
の
た
め
の
農
業
改
良
資
金
助
成
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
閣
法
第
二
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
新
た
な
農
業
技
術
の
普
及
、
水
田
の
汎
用
化
を
通
じ
た
麦
・
大
豆
の
生
産
振
興
、
農
業
の
六
次
産
業
化
に
向

け
た
生
産
・
加
工
・
流
通
に
お
け
る
取
組
の
強
化
等
を
進
め
る
た
め
の
金
融
支
援
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
国
の
厳
し
い
財

政
事
情
を
踏
ま
え
、
国
の
財
政
資
金
の
有
効
活
用
を
図
り
な
が
ら
、
民
間
資
金
の
更
な
る
融
通
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
措
置
を

講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
農
業
改
良
資
金
助
成
法
の
一
部
改
正

１

題
名
を
農
業
改
良
資
金
融
通
法
に
改
め
る
こ
と
と
す
る
。

２

農
業
改
良
資
金
の
貸
付
主
体
に
つ
い
て
、
現
行
の
都
道
府
県
か
ら
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
及
び
沖
縄
振
興
開

発
金
融
公
庫
（
以
下
「
公
庫
」
と
総
称
す
る
。
）
に
変
更
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

農
業
改
良
資
金
の
貸
付
原
資
に
つ
い
て
、
現
行
の
国
及
び
都
道
府
県
が
供
給
す
る
方
式
か
ら
、
公
庫
が
自
ら
調
達
す
る

方
式
に
改
め
る
こ
と
と
し
、
国
は
、
公
庫
が
農
業
改
良
資
金
を
貸
し
付
け
る
際
に
利
子
補
給
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。
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４

農
業
改
良
資
金
の
貸
付
け
が
担
保
又
は
保
証
人
等
に
過
度
に
依
存
せ
ず
柔
軟
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
現
行
の
担
保
又
は
保

証
人
の
設
定
を
義
務
付
け
る
規
定
等
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
の
一
部
改
正

農
用
地
の
利
用
集
積
に
寄
与
す
る
農
用
地
の
改
良
事
業
等
に
必
要
な
無
利
子
の
資
金
（
担
い
手
育
成
農
地
集
積
資
金
）
の

貸
付
原
資
に
つ
い
て
、
現
行
の
国
が
供
給
す
る
方
式
か
ら
、
公
庫
が
自
ら
調
達
す
る
方
式
に
改
め
る
こ
と
と
し
、
国
は
、
公

庫
が
同
資
金
を
貸
し
付
け
る
際
に
、
利
子
補
給
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
農
業
信
用
保
証
保
険
法
の
一
部
改
正

銀
行
等
民
間
金
融
機
関
か
ら
の
農
業
資
金
の
円
滑
な
融
通
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
に
よ

る
融
資
保
険
の
対
象
金
融
機
関
（
現
行
で
は
農
協
系
統
金
融
機
関
に
限
定
）
に
つ
い
て
、
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
で
政
令

で
定
め
る
も
の
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


